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○ 総 務 省 令 第    号  

 電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） 第 三 十 八 条 の 規 定 に 基 づ き 、 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五

年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  平 成   年   月   日  

総 務 大 臣  石 田  真 敏    

  無 線 設 備 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 付 し た 部 分 を こ れ に 順

次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し

て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」

と い う 。 ） は 、 そ の 標 記 部 分 が 同 一 の も の は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ

の 標 記 部 分 が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改

正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正

後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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改  正  後  改  正  前  

  

 （ レ ー ダ ー ）   （ レ ー ダ ー ）  

第 四 十 八 条  船 舶 に 設 置 す る 無 線 航 行 の た め の レ ー ダ ー は 、 次 の 各 号 の 条 件 に 適 合 す る も の で な け

れ ば な ら な い 。  

一  そ の 船 舶 の 無 線 設 備 、 羅 針 儀 そ の 他 の 設 備 で あ つ て 重 要 な も の の 機 能 に 障 害 を 与 え 、 又 は 他

の 設 備 に よ つ て そ の 運 用 が 妨 げ ら れ る お そ れ の な い よ う に 設 置 さ れ る も の で あ る こ と 。  

第 四 十 八 条  船 舶 に 設 置 す る 無 線 航 行 の た め の レ ー ダ ー は 、 次 の 各 号 の 条 件 に 適 合 す る も の で な け

れ ば な ら な い 。  

一  そ の 船 舶 の 無 線 設 備 、 羅 針 儀 そ の 他 の 設 備 で あ つ て 重 要 な も の の 機 能 に 障 害 を 与 え 、 又 は 他

の 設 備 に よ つ て そ の 運 用 が 妨 げ ら れ る お そ れ の な い よ う に 設 置 さ れ る も の で あ る こ と 。  

 ［ 削 る ］  二  そ の 船 舶 の 航 行 の 安 全 を 図 る た め に 必 要 な 音 声 そ の 他 の 音 響 の 聴 取 に 妨 げ と な ら な い 程 度 に

機 械 的 雑 音 が 少 な い も の で あ る こ と 。 

二  指 示 器 の 表 示 面 に 近 接 し た 位 置 に お い て 電 源 の 開 閉 そ の 他 の 操 作 が で き る も の で あ り 、 当 該

指 示 器 の 操 作 を す る た め の つ ま み 類 は 、 容 易 に 見 分 け が つ い て 使 用 し や す い も の で あ る こ と 。  

三  指 示 器 の 表 示 面 に 近 接 し た 位 置 に お い て 電 源 の 開 閉 そ の 他 の 操 作 が で き る も の で あ り 、 当 該

指 示 器 の 操 作 を す る た め の つ ま み 類 は 、 容 易 に 見 分 け が つ い て 使 用 し や す い も の で あ る こ と 。  

三 電 源 投 入 後 、 次 に 掲 げ る 動 作 が で き る も の で あ る こ と 。  四 四 分 以 内 に 完 全 に 動 作 す る も の で あ り 、 か つ 、 一 五 秒 以 内 に 完 全 に 動 作 す る こ と が で き る 状  

イ 四 分 以 内 に 完 全 動 作 状 態 （ 電 波 を 送 信 し 、 そ の 受 信 信 号 を 遅 滞 な く 、 か つ 、 連 続 的 に 更 新

し て い る こ と が 画 面 に 表 示 さ れ る 状 態 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に で き る も の で あ る こ と 。  

 態 に あ ら か じ め し て お く こ と が で き る こ と 。  

ロ 完 全 動 作 状 態 か ら 送 信 準 備 状 態 （ 電 源 投 入 状 態 （ 通 電 状 態 ） で 機 能 等 は 動 作 可 能 な 状 態 に

あ る が 、 電 波 の 送 信 及 び 受 信 信 号 の 画 面 表 示 は 停 止 さ れ た 状 態 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に で き

る も の で あ り 、 か つ 、 送 信 準 備 状 態 か ら 一 五 秒 以 内 に 完 全 動 作 状 態 に で き る も の で あ る こ

と 。 

  

四 電 源 電 圧 が 交 流 の 場 合 に お い て は 定 格 電 圧 の （ ± ） 一 〇 パ ー セ ン ト 以 内 に 、 直 流 の 場 合 に お

い て は 定 格 電 圧 の （ ＋ ） 三 〇 パ ー セ ン ト 及 び （ － ） 一 〇 パ ー セ ン ト 以 内 に お い て 変 動 し た 場 合

に お い て も 安 定 し て 動 作 す る も の で あ る こ と 。  

五 電 源 電 圧 が 定 格 電 圧 の （ ± ） 一 〇 パ ー セ ン ト 以 内 に お い て 変 動 し た 場 合 に お い て も 安 定 に 動

作 す る も の で あ る こ と 。  

五  通 常 起 こ り 得 る 温 度 若 し く は 湿 度 の 変 化 又 は 振 動 が あ つ た 場 合 に お い て 、 支 障 な く 動 作 す る

も の で あ る こ と 。  

六  通 常 起 こ り 得 る 温 度 若 し く は 湿 度 の 変 化 又 は 振 動 が あ つ た 場 合 に お い て 、 支 障 な く 動 作 す る

も の で あ る こ と 。  

六 指 示 器 は 次 の 条 件 に 合 致 す る も の で あ る こ と 。  七 指 示 器 は 次 の 条 件 に 合 致 す る も の で あ る こ と 。  

 イ  表 示 面 に お け る 不 要 な 表 示 で あ つ て 雨 雪 に よ る も の 、 海 面 に よ る も の 及 び 他 の レ ー ダ ー に

よ る も の を 減 少 さ せ る 装 置 を 有 す る こ と 。  

イ  表 示 面 に お け る 不 要 な 表 示 で あ つ て 雨 雪 に よ る も の 、 海 面 に よ る も の 及 び 他 の レ ー ダ ー に

よ る も の を 減 少 さ せ る 装 置 を 有 す る こ と 。  

 ロ 船 首 方 向 を 表 示 す る こ と が で き る こ と （ 極 座 標 に よ る 表 示 方 式 の も の の 場 合 に 限 る 。 ） 。  ロ 船 首 方 向 を 表 示 す る こ と が で き る こ と （ 極 座 標 に よ る 表 示 方 式 の も の の 場 合 に 限 る 。 ） 。  

七 次 の 条 件 に 合 致 す る も の で あ る こ と 。  八 次 の 条 件 に 合 致 す る も の で あ る こ と 。  

イ 空 中 線 が 海 面 か ら 一 五 メ ー ト ル の 高 さ に あ る 場 合 に お い て 、 次 に 掲 げ る 目 標 を 明 確 に 表 示

す る こ と が で き る こ と 。  

イ  空 中 線 が 海 面 か ら 一 五 メ ー ト ル の 高 さ に あ る 場 合 に お い て 、 次 に 掲 げ る 目 標 を 明 確 に 表 示

す る こ と が で き る こ と 。  

⑴ 七 海 里 の 距 離 に お け る 総 ト ン 数 五 、 〇 〇 〇 ト ン の 船 舶  

   ⑵ 二 海 里 の 距 離 に お け る 有 効 反 射 面 積 一 〇 平 方 メ ー ト ル の 浮 標  

⑶ 九 二 メ ー ト ル の 距 離 に お け る 有 効 反 射 面 積 一 〇 平 方 メ ー ト ル の 浮 標 

⑴ 七 海 里 の 距 離 に お け る 総 ト ン 数 五 、 〇 〇 〇 ト ン の 船 舶  

   ⑵ 二 海 里 の 距 離 に お け る 有 効 反 射 面 積 一 〇 平 方 メ ー ト ル の 浮 標  

⑶ 九 二 メ ー ト ル の 距 離 に お け る 有 効 反 射 面 積 一 〇 平 方 メ ー ト ル の 浮 標 

ロ 次 の 分 解 能 を 有 す る こ と 。  ロ 次 の 分 解 能 を 有 す る こ と 。  
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⑴ 方 位 角 三 度 以 内 で 等 距 離 に あ る 二 の 目 標 を 区 別 し て 表 示 す る こ と が で き る こ と 。  
⑵ 同 一 の 方 位 に あ り 、 か つ 、 相 互 に 六 八 メ ー ト ル 離 れ た 二 の 目 標 を 、 最 小 の 距 離 レ ン ジ に

お い て 区 別 し て 表 示 す る こ と が で き る こ と 。  

⑴  方 位 角 三 度 以 内 で 等 距 離 に あ る 二 の 目 標 を 区 別 し て 表 示 す る こ と が で き る こ と 。  

⑵  同 一 の 方 位 に あ り 、 か つ 、 相 互 に 六 八 メ ー ト ル 離 れ た 二 の 目 標 を 、 最 小 の 距 離 レ ン ジ に

お い て 区 別 し て 表 示 す る こ と が で き る こ と 。  

ハ 次 の 精 度 を 有 す る こ と 。  ハ 次 の 精 度 を 有 す る こ と 。  

⑴ 〇 ・ 七 五 海 里 の 距 離 に お け る 目 標 の 方 位 を 二 度 以 内 の 誤 差 で 測 定 す る こ と が で き る こ

と 。  

⑵ そ の 船 舶 と 目 標 と の 間 の 距 離 を 現 に 使 用 し て い る 距 離 レ ン ジ の 値 の 六 パ ー セ ン ト 以 内

（ そ の 距 離 レ ン ジ が 〇 ・ 七 五 海 里 未 満 の も の に あ つ て は 、 八 二 メ ー ト ル 以 内 ） の 誤 差 で 測

定 す る こ と が で き る こ と 。  

⑴ 〇 ・ 七 五 海 里 の 距 離 に お け る 目 標 の 方 位 を 二 度 以 内 の 誤 差 で 測 定 す る こ と が で き る こ

と 。  

⑵  そ の 船 舶 と 目 標 と の 間 の 距 離 を 現 に 使 用 し て い る 距 離 レ ン ジ の 値 の 六 パ ー セ ン ト 以 内

（ そ の 距 離 レ ン ジ が 〇 ・ 七 五 海 里 未 満 の も の に あ つ て は 、 八 二 メ ー ト ル 以 内 ） の 誤 差 で 測

定 す る こ と が で き る こ と 。  

八  船 舶 が 横 揺 れ 又 は 縦 揺 れ に よ り 一 〇 度 傾 斜 し た 場 合 に お い て も 、 前 号 イ の ⑴ か ら ⑶ ま で に 掲

げ る 目 標 が 表 示 さ れ る も の で あ る こ と 。  

九  そ の 船 舶 が 横 に 一 〇 度 傾 斜 し た 場 合 に お い て も 、 前 号 イ の ⑴ か ら ⑶ ま で に 掲 げ る 目 標 が 表 示

さ れ る も の で あ る こ と 。  

九  三 ㎓ 帯 又 は 九 ㎓ 帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る レ ー ダ ー で あ つ て 、 施 行 規 則 第 三 十 一 条 第 二 項

第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る も の に 替 え て 半 導 体 素 子 を 使 用 す る も の の パ ル ス 幅 は 、 次 の と

お り で あ る こ と 。  

イ Ｐ 〇 Ｎ 電 波 を 使 用 す る 場 合  一 ・ 二 マ イ ク ロ 秒 以 下  

ロ Ｑ 〇 Ｎ 電 波 を 使 用 す る 場 合  二 二 マ イ ク ロ 秒 以 下  

［ 新 設 ］  

十  三 ㎓ 帯 又 は 九 ㎓ 帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る レ ー ダ ー で あ つ て 、 施 行 規 則 第 三 十 一 条 第 二 項

第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る も の に 替 え て 半 導 体 素 子 を 使 用 す る も の の 繰 り 返 し 周 波 数 は 、

三 、 〇 〇 〇 ヘ ル ツ （ 変 動 率 は （ ± ） 二 五 パ ー セ ン ト を 超 え な い こ と ） を 超 え な い こ と 。  

［ 新 設 ］  

十 一  Ｖ 〇 Ｎ 電 波 を 用 い る 場 合 は 、 そ れ を 構 成 す る Ｐ 〇 Ｎ 電 波 成 分 及 び Ｑ 〇 Ｎ 電 波 成 分 の 占 有 周

波 数 帯 幅 を 合 算 し た も の が 、 三 GH
z

帯 に あ っ て は 一 ○ ○ メ ガ ヘ ル ツ 、 九 GH
z

帯 に あ っ て は 一 一 ○ メ

ガ ヘ ル ツ 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 Ｐ 〇 Ｎ 電 波 成 分 と Ｑ 〇 Ｎ 電 波 成 分 の 周 波 数 が 重 複 す る 周 波

数 配 置 の も の に あ つ て は 、 各 電 波 成 分 の 占 有 周 波 数 帯 幅 か ら 重 複 す る 周 波 数 の 幅 を 減 じ た 値

が 、 三 GH
z

帯 に あ っ て は 一 ○ ○ メ ガ ヘ ル ツ 、 九 GH
z

帯 に あ っ て は 一 一 ○ メ ガ ヘ ル ツ 以 下 で あ る こ

と 。 

［ 新 設 ］  

２  船 舶 安 全 法 第 二 条 の 規 定 に 基 づ く 命 令 に よ り 船 舶 に 備 え な け れ ば な ら な い レ ー ダ ー で あ つ て 、

無 線 航 行 の た め の も の は 、 前 項 各 号 （ 第 三 号 、 第 六 号 ロ 及 び 第 七 号 を 除 く 。 ） の 条 件 の ほ か 、 次

の 各 号 の 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

２  船 舶 安 全 法 第 二 条 の 規 定 に 基 づ く 命 令 に よ り 船 舶 に 備 え な け れ ば な ら な い レ ー ダ ー で あ つ て 、

無 線 航 行 の た め の も の は 、 前 項 各 号 （ 第 四 号 、 第 七 号 ロ 及 び 第 八 号 を 除 く 。 ） の 条 件 の ほ か 、 次

の 各 号 の 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

一  電 源 投 入 後 、 前 項 第 三 号 イ の ほ か 、 完 全 動 作 状 態 か ら 送 信 準 備 状 態 に で き る も の で あ り 、 か

つ 、 送 信 準 備 状 態 か ら 五 秒 以 内 に 完 全 動 作 状 態 に で き る も の で あ る こ と 。  
一  電 源 投 入 後 、 四 分 以 内 に 完 全 に 動 作 す る も の で あ り 、 か つ 、 一 時 停 止 の 状 態 か ら 五 秒 以 内 に

完 全 に 動 作 す る も の で あ る こ と 。  

二 前 項 第 六 号 は 、 手 動 及 び 自 動 若 し く は そ の 両 方 の 組 合 せ で 動 作 す る 機 能 を 有 す る も の で あ る

こ と 。 た だ し 、 海 面 反 射 を 抑 圧 す る 機 能 に つ い て は 、 手 動 及 び 自 動 で 動 作 す る 機 能 を 有 す る こ

と 。  

 

二 指 示 器 は 、 次 の 条 件 に 合 致 す る も の で あ る こ と 。  

イ レ ー ダ ー を 適 正 に 動 作 さ せ る た め に 必 要 な 信 号 以 外 の 信 号 を 受 信 し た 場 合 に あ つ て は 、 当

該 信 号 を 抑 制 す る 機 能 を 有 す る も の で あ る こ と 。  

ロ 前 項 第 七 号 イ の 装 置 に は 、 手 動 及 び 自 動 で 反 射 波 に よ る 不 要 な 表 示 を 減 少 さ せ る 機 能 を 有

す る も の で あ る こ と 。  

三 前 号 の 機 能 の 動 作 状 態 は 、 明 確 に 、 か つ 、 恒 久 的 に 指 示 器 に 表 示 さ れ る こ と 。  ［ 新 設 ］  
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四 偽 像 を で き る 限 り 表 示 し な い も の で あ る こ と 。  三 偽 像 を で き る 限 り 表 示 し な い も の で あ る こ と 。  
五 空 中 線 は 、 次 の 条 件 に 合 致 す る も の で あ る こ と 。  

イ 相 対 す る 風 速 が 毎 秒 五 一 ・ 五 メ ー ト ル の 状 態 に お い て も 支 障 な く 動 作 す る も の で あ る こ と

。 

ロ 方 位 角 三 六 〇 度 に わ た つ て 連 続 し て 自 動 的 に 右 旋 回 転 す る も の で あ る こ と 。  

ハ 回 転 数 は 、 毎 分 二 〇 回 以 上 （ 高 速 船 （ 船 員 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 号 ） 第 一 一 八 条 の 三

に 規 定 す る 高 速 船 を い う 。 ） に あ つ て は 、 毎 分 四 〇 回 以 上 ） で あ る こ と 。  

四  空 中 線 は 、 方 位 角 三 六 〇 度 に わ た つ て 連 続 し て 自 動 的 に 毎 分 二 〇 回 以 上 回 転 し 、 か つ 、 空

中 線 に 対 す る 風 速 が 毎 秒 五 一 ・ 五 メ ー ト ル の 状 態 に お い て も 支 障 な く 動 作 す る こ と 。  

六 探 知 性 能 は 、 次 の 条 件 に 合 致 す る も の で あ る こ と 。  

イ  一 ○ 回 の 走 査 の う ち 少 な く と も 八 回 の 走 査 で 物 標 （ 指 示 器 の 表 示 画 面 上 に 表 示 さ れ る 海

上 の 物 体 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 表 示 す る こ と が で き 、 か つ 、 物 標 の 探 知

誤 り 率 が 一 万 分 の 一 以 下 の 状 態 で あ つ て 、 空 中 線 が 海 面 か ら 一 五 メ ー ト ル の 高 さ に あ る 場

合 に お い て 、 次 に 掲 げ る も の を 明 確 に 表 示 す る こ と が で き る こ と 。  

⑴  二 〇 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 六 〇 メ ー ト ル の 岸 壁  

⑵  八 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 六 メ ー ト ル の 岸 壁  

⑶ 六 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 三 メ ー ト ル の 岸 壁  

   ⑷ 一 一 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 一 ○ メ ー ト ル の 総 ト ン 数 五 、 〇 〇 〇 ト ン を 超 え

る 船 舶  

⑸ 八 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 五 メ ー ト ル の 総 ト ン 数 五 〇 〇 ト ン を 超 え る 船 舶  

五 探 知 性 能 は 、 次 の 条 件 に 合 致 す る も の で あ る こ と 。  

  イ 一 ○ 回 の 走 査 の う ち 少 な く と も 八 回 の 走 査 で 物 標 （ 指 示 器 の 表 示 画 面 上 に 表 示 さ れ る 海

上 の 物 体 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 表 示 す る こ と が で き 、 か つ 、 物 標 の 探 知

誤 り 率 が 一 万 分 の 一 以 下 の 状 態 で あ つ て 、 空 中 線 が 海 面 か ら 一 五 メ ー ト ル の 高 さ に あ る 場

合 に お い て 、 次 に 掲 げ る も の を 明 確 に 表 示 す る こ と が で き る こ と 。  

⑴    二 〇 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 六 〇 メ ー ト ル の 岸 壁  

⑵ 八 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 六 メ ー ト ル の 岸 壁  

⑶ 六 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 三 メ ー ト ル の 岸 壁  

   ⑷ 一 一 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 一 ○ メ ー ト ル の 総 ト ン 数 五 、 〇 〇 〇 ト ン を 超

え る 船 舶  

⑸ 八 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 五 メ ー ト ル の 総 ト ン 数 五 〇 〇 ト ン を 超 え る 船 舶  

ロ  三 ㎓ 帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る レ ー ダ ー に あ つ て は 、 イ の ⑴ か ら ⑸ ま で に 掲 げ る も の

の ほ か 次 に 掲 げ る 物 標 を 明 確 に 表 示 す る こ と が で き る こ と 。  

⑴  三 ・ 七 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 四 メ ー ト ル の 船 舶 で あ つ て 、 レ ー ダ ー 反 射

器 を 備 え 付 け た も の  

⑵  三 ・ 六 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 三 ・ 五 メ ー ト ル の 航 路 用 ブ イ で あ つ て 、 レ

ー ダ ー 反 射 器 を 備 え 付 け た も の  

⑶  三 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 三 ・ 五 メ ー ト ル の 航 路 用 ブ イ  

⑷  三 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 二 メ ー ト ル の 船 舶 で あ つ て 、 レ ー ダ ー 反 射 器 を

備 え 付 け て い な い 長 さ 一 ○ メ ー ト ル の も の  

⑸  一 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 一 メ ー ト ル の 水 路 標 識  

ロ 三 ㎓ 帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る レ ー ダ ー に あ つ て は 、 イ の ⑴ か ら ⑸ ま で に 掲 げ る も の

の ほ か 次 に 掲 げ る 物 標 を 明 確 に 表 示 す る こ と が で き る こ と 。  

⑴ 三 ・ 七 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 四 メ ー ト ル の 船 舶 で あ つ て 、 レ ー ダ ー 反 射

器 を 備 え 付 け た も の  

⑵ 三 ・ 六 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 三 ・ 五 メ ー ト ル の 航 路 用 ブ イ で あ つ て 、 レ

ー ダ ー 反 射 器 を 備 え 付 け た も の  

⑶ 三 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 三 ・ 五 メ ー ト ル の 航 路 用 ブ イ 

⑷ 三 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 二 メ ー ト ル の 船 舶 で あ つ て 、 レ ー ダ ー 反 射 器 を

備 え 付 け て い な い 長 さ 一 ○ メ ー ト ル の も の  

［ 新 設 ］  

ハ 九 ㎓ 帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る レ ー ダ ー に あ つ て は 、 次 の 条 件 に 合 致 す る こ と 。  

⑴  イ の ⑴ か ら ⑸ ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、 次 に 掲 げ る 物 標 を 明 確 に 表 示 す る こ と が で き

る こ と 。  

（イ
）

 五 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 四 メ ー ト ル の 船 舶 で あ つ て 、 レ ー ダ ー 反 射 器

を 備 え 付 け た も の  

（ロ
）

 四 ・ 九 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 三 ・ 五 メ ー ト ル の 航 路 用 ブ イ で あ つ て 、

レ ー ダ ー 反 射 器 を 備 え 付 け た も の  

（ハ
）

 四 ・ 六 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 三 ・ 五 メ ー ト ル の 航 路 用 ブ イ  

（ニ
）

 三 ・ 四 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 二 メ ー ト ル の 船 舶 で あ つ て 、 レ ー ダ ー 反

ハ 九 ㎓ 帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る レ ー ダ ー に あ つ て は 、 次 の 条 件 に 合 致 す る こ と 。  

⑴ イ の ⑴ か ら ⑸ ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、 次 に 掲 げ る 物 標 を 明 確 に 表 示 す る こ と が で き

る こ と 。  

（イ
）

 五 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 四 メ ー ト ル の 船 舶 で あ つ て 、 レ ー ダ ー 反 射 器

を 備 え 付 け た も の  
（ロ

）

 四 ・ 九 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 三 ・ 五 メ ー ト ル の 航 路 用 ブ イ で あ つ て 、

レ ー ダ ー 反 射 器 を 備 え 付 け た も の  

（ハ
）

 四 ・ 六 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 三 ・ 五 メ ー ト ル の 航 路 用 ブ イ  

（ニ
）

 三 ・ 四 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 二 メ ー ト ル の 船 舶 で あ つ て 、 レ ー ダ ー 反



別 添 ２ 

五 頁  
 

 

射 器 を 備 え 付 け て い な い 長 さ 一 ○ メ ー ト ル の も の  

（ホ
）

 二 海 里 の 距 離 に お け る 海 面 か ら の 高 さ 一 メ ー ト ル の 水 路 標 識  
⑵  九 ㎓ 帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る レ ー ダ ー に あ つ て は 、 九 ㎓ 帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る レ ー ダ ー ビ ー コ ン 及 び 捜 索 救 助 用 レ ー ダ ー ト ラ ン ス ポ ン ダ か ら の 信 号 を 探 知 で き る

こ と 。  

射 器 を 備 え 付 け て い な い 長 さ 一 ○ メ ー ト ル の も の  

［ 新 設 ］  

⑵  九 ㎓ 帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る レ ー ダ ー に あ つ て は 、 九 ㎓ 帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る レ ー ダ ー ビ ー コ ン 及 び 捜 索 救 助 用 レ ー ダ ー ト ラ ン ス ポ ン ダ か ら の 信 号 を 探 知 で き る

こ と 。  

七 分 解 能 は 、 ク ラ ッ タ の な い 状 態 に お い て 次 の 条 件 に 合 致 す る も の で あ る こ と 。  六 分 解 能 は 、 次 の 条 件 に 合 致 す る も の で あ る こ と 。  

イ 一 ・ 五 海 里 以 下 の 距 離 レ ン ジ で あ つ て 、 選 定 し た 距 離 レ ン ジ の 十 分 の 六 以 上 の 値 の 位 置

に お い て 測 定 位 置 か ら 等 距 離 に あ り 、 か つ 、 方 位 角 二 ・ 五 度 以 内 に あ る 二 の 物 標 を 区 別 し

て 表 示 で き る こ と 。  

イ  一 ・ 五 海 里 以 下 の 距 離 レ ン ジ で あ つ て 、 選 定 し た 距 離 レ ン ジ の 二 分 の 一 以 上 の 値 の 位 置

に お い て 測 定 位 置 か ら 等 距 離 に あ り 、 か つ 、 方 位 角 二 ・ 五 度 以 内 に あ る 二 の 物 標 を 区 別 し

て 表 示 で き る こ と 。  

ロ 〇 ・ 七 五 海 里 以 下 の 距 離 レ ン ジ で あ つ て 、 選 定 し た 距 離 レ ン ジ の 二 分 の 一 以 上 の 値 の 位

置 に お い て 同 一 の 方 向 に あ り 、 か つ 、 相 互 に 四 ○ メ ー ト ル 離 れ た 二 の 物 標 を 区 別 し て 表 示

で き る こ と 。  

ロ  一 ・ 五 海 里 以 下 の 距 離 レ ン ジ で あ つ て 、 選 定 し た 距 離 レ ン ジ の 二 分 の 一 以 上 の 値 の 位 置

に お い て 同 一 の 方 向 に あ り 、 か つ 、 相 互 に 四 ○ メ ー ト ル 離 れ た 二 の 物 標 を 区 別 し て 表 示 で

き る こ と 。  

八 電 波 を 発 射 し な い 範 囲 を 任 意 に 設 定 で き る 機 能 を 有 す る も の で あ る こ と 。  七 電 波 を 発 射 し な い 範 囲 を 任 意 に 設 定 で き る 機 能 を 有 す る も の で あ る こ と 。  

 九 自 船 上 に 測 定 の 基 準 と な る 位 置 を 設 定 で き る 機 能 を 有 す る も の で あ る こ と 。  八 自 船 上 に 測 定 の 基 準 と な る 位 置 を 設 定 で き る 機 能 を 有 す る も の で あ る こ と 。  

 十  レ ー ダ ー の 性 能 が 一 〇 デ シ ベ ル 以 上 低 下 し た こ と を 確 認 す る こ と が で き る 機 能 を 有 す る も の

で あ る こ と 。  

九 レ ー ダ ー の 性 能 が 低 下 し た こ と を 確 認 す る こ と が で き る 機 能 を 有 す る も の で あ る こ と 。  

十 一  目 標 と な る 物 標 が 存 在 し て い な い 場 合 で も 、 動 作 し て い る こ と を 確 認 す る こ と が で き る 機

能 を 有 す る も の で あ る こ と 。  

十  目 標 と な る 物 標 が 存 在 し て い な い 場 合 で も 、 動 作 し て い る こ と を 確 認 す る こ と が で き る 機

能 を 有 す る も の で あ る こ と 。  

十 二  目 標 と な る 物 標 を 手 動 又 は 自 動 （ 総 ト ン 数 一 ○ 、 ○ ○ ○ ト ン 以 上 の 船 舶 に あ つ て は 、 手 動

及 び 自 動 ） で 捕 捉 す る こ と が で き 、 か つ 、 捕 捉 し た 物 標 を 自 動 的 に 追 尾 す る こ と が で き る 機 能

を 有 す る も の で あ る こ と 。  

十 一  目 標 と な る 物 標 を 手 動 又 は 自 動 （ 総 ト ン 数 一 ○ 、 ○ ○ ○ ト ン 以 上 の 船 舶 に あ つ て は 、 手

動 及 び 自 動 ） で 捕 捉 す る こ と が で き 、 か つ 、 捕 捉 し た 物 標 を 自 動 的 に 追 尾 す る こ と が で き る

機 能 を 有 す る も の で あ る こ と 。  

十 三  次 に 掲 げ る 装 置 を 船 舶 に 備 え る 場 合 は 、 連 動 し て 方 位 、 位 置 、 船 舶 識 別 等 の 情 報 を 得 る こ

と が で き る も の で あ る こ と 。  

イ  ジ ャ イ ロ コ ン パ ス （ 真 方 位 を 基 準 と し た 船 首 方 位 を 表 示 す る 機 器 ） 又 は 船 首 方 位 伝 達 装 置

（ 衛 星 無 線 航 法 装 置 か ら 得 ら れ る 船 首 の 方 位 を 検 出 す る 装 置 ）  

ロ 船 速 距 離 計 （ 船 の 速 力 又 は 距 離 を 測 る 装 置 ）  

ハ 衛 星 無 線 航 法 装 置  

ニ 船 舶 自 動 識 別 装 置  

十 二  次 に 掲 げ る 装 置 を 船 舶 に 備 え る 場 合 は 、 連 動 し て 方 位 、 位 置 、 船 舶 識 別 等 の 情 報 を 得 る

こ と が で き る も の で あ る こ と 。  

イ  ジ ャ イ ロ コ ン パ ス （ 真 方 位 を 基 準 と し た 船 首 方 位 を 表 示 す る 機 器 ） 又 は 船 首 方 位 伝 達 装

置 （ 衛 星 無 線 航 法 装 置 か ら 得 ら れ る 船 首 の 方 位 を 検 出 す る 装 置 ）  

ロ 船 速 距 離 計 （ 船 の 速 力 又 は 距 離 を 測 る 装 置 ）  

ハ 衛 星 無 線 航 法 装 置  

ニ 船 舶 自 動 識 別 装 置  

十 四  総 ト ン 数 一 ○ 、 ○ ○ ○ ト ン 以 上 の 船 舶 に 備 え る レ ー ダ ー は 、 自 船 の 航 行 を 予 測 す る た め の

機 能 を 有 す る も の で あ る こ と 。  

十 三  総 ト ン 数 一 ○ 、 ○ ○ ○ ト ン 以 上 の 船 舶 に 備 え る レ ー ダ ー は 、 自 船 の 航 行 を 予 測 す る た め

の 機 能 を 有 す る も の で あ る こ と 。  

十 五  総 ト ン 数 三 、 〇 〇 〇 ト ン 以 上 の 船 舶 に 設 置 す る 複 数 の レ ー ダ ー の う ち 二 台 の レ ー ダ ー は 、

独 立 し 、 か つ 、 同 時 に 使 用 す る こ と が で き る こ と 。  

十 四  総 ト ン 数 三 、 〇 〇 〇 ト ン 以 上 の 船 舶 に 設 置 す る 複 数 の レ ー ダ ー の う ち 二 台 の レ ー ダ ー

は 、 独 立 し 、 か つ 、 同 時 に 使 用 す る こ と が で き る こ と 。  

十 六  三 ㎓ 帯 又 は 九 ㎓ 帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る レ ー ダ ー で あ つ て 、 施 行 規 則 第 三 十 一 条 第 二

項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る も の に 替 え て 半 導 体 素 子 を 使 用 す る も の の パ ル ス 幅 は 、 次 の

と お り で あ る こ と 。  

十 五  三 ㎓ 帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る レ ー ダ ー で あ つ て 、 現 用 す る 施 行 規 則 第 三 十 一 条 第 二

項 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る も の に 替 え て 半 導 体 素 子 を 使 用 す る も の の パ ル ス 幅 は 、 次

の と お り で あ る こ と 。  
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イ Ｐ 〇 Ｎ 電 波 を 使 用 す る 場 合  一 ・ 二 マ イ ク ロ 秒 以 下  
ロ Ｑ 〇 Ｎ 電 波 を 使 用 す る 場 合  二 二 マ イ ク ロ 秒 以 下  

イ Ｐ 〇 Ｎ 電 波 を 使 用 す る 場 合  一 ・ 二 マ イ ク ロ 秒 以 下  

ロ Ｑ 〇 Ｎ 電 波 を 使 用 す る 場 合  二 二 マ イ ク ロ 秒 以 下  

十 七  前 各 号 に 掲 げ る 条 件 の ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 技 術 的 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ

と 。 

十 六  前 各 号 に 掲 げ る 条 件 の ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 技 術 的 条 件 に 適 合 す る も の で あ る

こ と 。  

３  船 舶 に 設 置 す る 無 線 航 行 の た め の レ ー ダ ー の う ち 、 第 一 項 又 は 前 項 の 規 定 を 適 用 す る こ と が 困

難 又 は 不 合 理 で あ る た め 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の は 、 当 該 各 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 に 告

示 す る 技 術 的 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

３  船 舶 に 設 置 す る 無 線 航 行 の た め の レ ー ダ ー の う ち 、 第 一 項 又 は 前 項 の 規 定 を 適 用 す る こ と が

困 難 又 は 不 合 理 で あ る た め 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の は 、 当 該 各 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別

に 告 示 す る 技 術 的 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

  

別表第二号（第６条関係） 

［第１～第74 略］ 

別表第二号（第６条関係） 

［第１～第 74 同左］ 

第75 2,900MHzから3,100MHzまで及び9,300MHzから9,500MHzまでの周波数の電波を使用する船舶に

設置する無線航行のためのレーダー（施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げる

ものに替えて半導体素子を使用するものに限る。）の占有周波数帯幅の許容値は、第１から第4

までの規定にかかわらず、次のとおりとする。 

［新設］ 

 １ 2,900MHzから3,100MHzまでの周波数を使用するもの 100MHz 

 ２ 9,300MHzから9,500MHzまでの周波数を使用するもの 110MHz 

 

  

別表第三号（第７条関係） 別表第三号（第７条関係） 

［１～14 略］ ［１～14 同左］ 

15 無線測位業務を行う無線局の送信設備（基本周波数の平均電力が１Ｗを超えるもの（９GHz帯

船舶用レーダーを除く。）に限る。）の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値（基

本周波数が470MHz以下のものを除く。）及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値

は、２に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、一次レーダー（決定しようとす

る位置から反射される無線信号と基準信号との比較を基礎とする無線測位の設備をいう。）の参

照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数は、総務大臣が別に告示する値とす

る。 

15 基本周波数の平均電力が１Ｗを超える無線測位業務を行う無線局の送信設備の帯域外領域に

おけるスプリアス発射の強度の許容値（基本周波数が 470MHz 以下のものを除く。）及びスプリ

アス領域における不要発射の強度の許容値は、２に規定する値にかかわらず、次のとおりとす

る。ただし、一次レーダー（決定しようとする位置から反射される無線信号と基準信号との比

較を基礎とする無線測位の設備をいう。）の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境

界の周波数は、総務大臣が別に告示する値とする。 

 空中線電力 帯域外領域におけるスプリア

ス発射の強度の許容値 

スプリアス領域における不要発射

の強度の許容値 

  空中線電力 帯域外領域におけるスプリア

ス発射の強度の許容値 

スプリアス領域における不要発射

の強度の許容値 

 

 50Ｗを超えるもの 基本周波数の平均電力より

40dB低い値 

基本周波数の尖頭電力より60dB低

い値 

  50Ｗを超えるもの 基本周波数の平均電力より

40dB 低い値 

基本周波数の尖頭電力より 60dB 低

い値 

 

 50Ｗ以下  50μＷ以下   50Ｗ以下  50μＷ以下  

  注 レーダーの送信設備のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、空中線から輻

射される周波数ごとの不要発射の尖塔電力の値とする。 

注 レーダーの送信設備のスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、空中線から

輻射される周波数ごとの不要発射の尖塔電力の値とする。 

［16～63 略］ ［16～63 同左］ 
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   附 則 

 （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 免 許 若 し く は 予 備 免 許 を 受 け 、 又 は 免 許 を 申 請 し て い る 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 前 の 設 備

規 則 第 四 十 八 条 に 規 定 す る 船 舶 に 設 置 す る 無 線 航 行 の た め の レ ー ダ ー の 条 件 に つ い て は 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の

設 備 規 則 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。  

３  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 受 け て い る 設 備 規 則 第 四 十 八 条 に 規 定 す る 船 舶 に 設 置 す る 無 線 航 行 の た め の レ ー ダ ー に

係 る 法 第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 適 合 証 明 又 は 法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 一 項 に 規 定 す る 工 事 設

計 認 証 は 、 こ の 省 令 の 施 行 後 に お い て も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

４  こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 型 式 に つ い て 総 務 大 臣 の 行 う 検 定 に 合 格 し て い る 船 舶 に 設 置 す る 無 線 航 行 の た め の レ ー

ダ ー （ 施 行 規 則 第 十 一 条 の 五 に 基 づ き 型 式 検 定 を 要 し な い 機 器 と さ れ た も の を 含 む 。 ） は 、 こ の 省 令 の 施 行 後 に お

い て も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。 

 

  

 備 考 表 中 ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。  


